
「
飼
い
犬
が
野
犬
に
襲
わ
れ
た
」「
家

畜
が
野
犬
に
襲
わ
れ
た
」な
ど
、最

近
、野
犬
に
関
す
る
苦
情
が
多
く
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。被
害
を
増
や
さ

な
い
よ
う
、次
の
こ
と

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

■
市
民
の
皆
さ
ん
へ

　
生
ゴ
ミ
が
野
犬
の
エ
サ
に
な
ら
な
い
よ

　
う
、
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

•
家
庭
か
ら
出
る
生
ゴ
ミ
は
、
必
ず
決
め

ら
れ
た
日
時
・
場
所
に
出
す
。

•
生
ゴ
ミ
を
堆
肥
に
し
て
い
る
方
は
、
コ

ン
ポ
ス
タ
ー
な
ど
を
利
用
す
る
。

•
野
犬
に
は
絶
対
に
エ
サ
を
与
え
な
い
。

■
犬
を
飼
っ
て
い
る
方
へ

　
飼
い
犬
が
逃
亡
し
な
い
よ
う
、
ご
注
意

　
く
だ
さ
い
。

•
係
留
器
具
（
首
輪
・
鎖
・
リ
ー
ド
・
杭
）

の
破
損
・
磨
耗
・
変

形
を
見
つ
け
た
ら
、

す
ぐ
に
交
換
す
る
。

•
放
し
飼
い
は
絶
対

に
し
な
い
。

■
畜
産
農
家
の
方
へ

　
家
畜
な
ど
が
野
犬
に
襲
わ
れ
な
い
よ

　
う
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

•
家
畜（
牛
・
豚
・
鶏
な
ど
）が
襲
わ
れ
た
り
、

家
畜
の
エ
サ
が
盗
み
食
い
さ
れ
た
り
し

な
い
よ
う
、
畜
舎

周
り
に
進
入
防
止
策

（
フ
ェ
ン
ス
・
カ
ー
テ

ン
な
ど
）
を
講
じ
る
。

•
死
亡
し
た
家
畜
は
正

し
く
処
理
す
る
。

▼
環
境
衛
生
課

☎
23
局
３
５
４
１　

23
局
０
１
８
０

▼
県
動
物
保
護
管
理
セ
ン
タ
ー
東
三
河
支
所

☎（
０
５
３
２
）33
局
３
７
７
７

◉
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
固
定
価
格

　
買
取
制
度
が
始
ま
っ
て
い
ま
す

　
　

今
年
７
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
別
措
置
法
。
こ
れ
に
基

づ
き
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
固
定
価
格

買
取
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

□
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
は

　

自
然
界
で
繰
り
返
し
起

こ
る
現
象
か
ら
取
り
出
す

エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。資
源
が

枯
渇
し
な
い
た
め
持
続
的
に
利
用
可
能
で
あ

る
ほ
か
、
発
電
時
に
二
酸
化
炭
素
の
排
出
が

ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が
最
大
の
利
点
で
す
。

※
今
回
の
制
度
に
よ
る
買
取
対
象
は
、太
陽
光
、風

力
、地
熱
、中
小
規
模
水
力
、バ
イ
オ
マ
ス
の
５
種
類

□
買
取
制
度
が
普
及
を
促
進

　

再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
よ
って
作
ら
れ
た

電
力
を
、
電
力
会
社

が
一
定
期
間
・一
定
価
格

で
買
い
取
る
こ
と
を

国
が
約
束
す
る
制
度

で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

導
入
費
用
の
回
収
見

通
し
が
立
つ
こ
と
で
民
間
事
業
者
が
参
入

し
や
す
く
な
り
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
普
及
の
後
押
し
に
な
る
と
期
待
さ
れ
て

い
ま
す
。

□
買
取
費
用
は
電
気
利
用
者
も
負
担

　

電
力
会
社
が
買

い
取
っ
た
費
用
の

一
部
は
、
私
た
ち

電
気
利
用
者
が
、

賦
課
金
と
し
て
負

担
し
ま
す
。
固

定
価
格
買
取
制
度

は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
費
用

を
社
会
全
体
で
支
え
る
仕
組
み
で
す
。

▼
エ
コ
エ
ネ
推
進
課

☎
23
局
７
４
０
１　

23
局
０
１
８
０

　

http://w
w
w
.city.tahara.aichi.jp/

次
回
は
、市
内
の
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入

状
況
な
ど
に
つ
い
て
ご

紹
介
し
ま
す
。

ゴミゴミンと
リサイクルレンジャー

4

76
◉
た
は
ら
エ
コ
チ
ャ
レ
ン
ジ
宣
言
登
録
者
数

個
人
１
８
５
８
人・
事
業
所
80
か
所（
７
月
末
現
在
）

平成24年８月15日   　  　　　　　　　　│ 8 │

野
犬
を
捕
獲
し
た
い
と
き
は
、
地
区
の
役

員
さ
ん
を
通
じ
て
環
境
衛
生
課
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
田
原
市
と
県
動
物
保
護
管
理

セ
ン
タ
ー
で
は
捕
獲
檻
の
貸
出
を
行
っ
て

い
ま
す
。
貸
出
中
の
捕
獲
檻
の
管
理
（
移

動
や
エ
サ
入
れ
）
は
、
借
主
の
方
に
お
願

い
し
て
い
ま
す
。
野
犬
が
捕
獲
で
き
た
と

き
は
、
県
動
物
保
護
管
理
セ
ン
タ
ー
が
引

き
取
り
ま
す
。


